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経済産業委員会 

平成27年9月28日（月） 

午前11時00分～午前11時09分 

議会第3会議室 

【出 席 委 員】重田音彦委員長、久米勝博副委員長、野中宣明委員、山田誠一郎委員、

中野茂康委員、川原田裕明委員、千綿正明委員、中山重俊委員、 

嘉村弘和委員 

【欠 席 委 員】なし 

【委 員外議員】なし 

【執行部出席者】なし 

【案    件】 

・採決・まとめ 

 

○重田委員長 

 ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 

 採決の順序について説明しますが、まず、決算議案の認定について採決を行い、続いて、

決算議案に対する附帯決議案について採決し、その内容を本会議に附帯決議案として提出

することについて採決を行います。その後、決算議案以外の議案について採決を行います。 

 以上の流れで行いますので、御承知いただきますようお願いいたします。 

 それでは、決算議案の認定について採決を行います。 

 まず、お伺いします。当委員会に付託された第64号、第68号議案について反対意見はご

ざいますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 反対意見がないようでございますので、一括して簡易採決を行いたいと思いますが、御

異議ございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしということですので、一括して簡易採決をいたします。 

 お諮りします。 

 当委員会に付託された第64号、第68号議案について、認定すべきものとすることに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、以上の諸案件について、認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で当委員会に付託されました決算議案の採決を終了しました。 

 ただいま認定すべきものと決定した第64号議案に対し、お手元に別紙1として配付して
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おります内容で附帯決議を付すことで協議してまいりましたが、この附帯決議案について

採決をいたします。 

 採決については、簡易採決で行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしということですので、簡易採決をいたします。 

 お諮りします。 

 第64号議案に対し、別紙1のとおり附帯決議を付すことに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第64号議案に対し、別紙1のとおり附帯決議を付すこと

に決定しました。 

 ただいま決定いたしました附帯決議については、別紙2のとおり、当委員会の附帯決議

案として、佐賀市議会会議規則第14条第2項に基づき、委員長名をもって議長に提出した

いと思いますが、これについて採決いたします。 

 採決については、簡易採決で行いたいと思いますが、御異議ございますか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしということですので、簡易採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 当委員会として、別紙2のとおり、附帯決議案を議長に提出することに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、当委員会として、別紙2のとおり、附帯決議案を議長に

提出することに決定いたしました。 

 次に、附帯決議案の本会議での提案理由説明ですが、決算議案審査に関する委員長報告

と内容が重複すると思いますので、省略したいと考えていますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしということですので、そのように取り扱います。 

 次に、決算議案以外の議案について採決を行います。 

 まず、お伺いします。 

 当委員会に付託された決算議案以外の議案について反対意見はございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 ないですね。 

 反対意見がないようでございますので、一括して簡易採決を行いたいと思いますが、御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしということですので、一括して簡易採決をいたします。 
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 お諮りします。 

 当委員会に付託されました第73号議案、第87号議案、第88号議案、第95号議案について、

原案を可決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議なしと認めます。よって、第73号議案、第87号議案、第88号議案、第95号議案につ

いて、原案を可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で当委員会に付託された決算議案以外の議案の採決を終了いたしました。 

 次に、本会議での決算議案以外の議案審査に関する委員長報告について協議します。 

 委員長報告についていかがしましょうか。 

○野中委員 

 バルーンミュージアムに関しては合同審査をしたということで、ここはやっぱりきちっ

と審査内容を盛り込んでいただきたいということと、もう1つ、台湾の販路開拓、これも

皆さんの御意見は結構あったかと思います。 

 その中でぜひお願いしたいのが、やはりこの選定に至った経緯という部分とか、会社の

概要とか、あとは今後どうやって検証していくかという部分とか、その辺はぜひ含んでい

ただきたいということで求めます。 

○重田委員長 

 はい、わかりました。 

 ほかに。 

○千綿委員 

 連合審査のときにも言いましたけれども、いろんな箱物を建てるときには、やはり年間

のランニングコストというのを結局小出しにされてきても、例えば土地代を決定しました、

建設を決定しました、後でまた指定管理者を決めるとなったときに全体像が見えんわけで

すよね。 

 そのときに、途中から反対とかなかなか言いにくいじゃないですか。だからそこはね、

ある程度、年間のランニングコストというのも含めて、全部出せとは言われんにしても、

大体どのぐらいかかるんだということをやっぱり言ってもらわないと、そりゃ、情勢で変

わるとはわかるんですよ。建設費が例えば2割アップしたとか、そういう情勢が変わった

ときはしょうがないんだけど、とりあえず全体像を見せていただかないと、なかなか判断

の基準が難しいので、そこはぜひ委員長報告の中に入れていただきたいと思います。 

○重田委員長 

 ほかに。 

○中山委員 

 ミュージアムのときに多分最初は13億円とか言いよったけれども、今や18億円となっお

るけん、そこら辺を含めて、千綿委員が言われたようなことをつけ加えていただければと



- 4 - 

思います。 

○重田委員長 

 全体像をですね。 

 ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 よかですね。 

 一応今、野中委員、千綿委員、そして中山委員、意見がありましたので、それを入れて

委員長報告したいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

○川原田委員 

 それで結構ですけども、先ほど野中委員が言われた台湾の販路については、結構議論が

出ましたですよね。 

 その辺を委員長、副委員長にお任せはしますけども、この辺きちっと委員長報告に盛り

込んでいただきたいなと。答弁が出てきた分については、そういうふうな形で報告をして

いただきたいなというふうに思います。 

○重田委員長 

 はい、わかりました。 

 一応そういうことで取り扱いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 そして、今から各常任委員会から出される附帯決議案については、あすの29日に全議員

の文書箱に投函されます。最終日の本会議において採決されますので、ほかの委員会分に

ついても内容を把握された上で採決に臨まれるようお願いします。 

 最後に、委員会の会議録が公開されることに伴いまして、委員会における字句、数字そ

の他の整理についてお諮りします。 

 本委員会の会議録については、字句、数字その他の整理については、委員長に委任され

たいと思いますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 異議ないようですので、委員長に委任することに決定しました。 

 以上をもちまして、経済産業委員会を終了します。どうもお疲れさまでした。 

 


